
秋田県医師確保計画の見直しについて

秋田県健康福祉部医務薬事課
医療人材対策室

報告資料５



○今後（R8.4月頃）厚生労働省から「新たな医師偏在指標」と「医師確保計画策定のガイドライン」が公表される。
○県は、ガイドライン等を踏まえ「医師確保の方針、確保すべき医師数の目標、目標医師数を達成するための施策」等について、
医療法の規定により、地域医療対策協議会において協議（第30条の23 第2項第7号）し、医療審議会において変更内容について
意見を伺う（第30条の４第17項）。
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医師偏在指標などを踏まえ、地域ごと
の医師確保の方針を策定
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概要作成 地域医療対策協議会・医師配置調整部会における協議

新たな医師偏
在指標、
医師確保計画
策定ガイドラ
インの発出

医師確保計画（第８次後期）の見直しについて

国からの目標医師数
等のデータ発出

令和８年度
医療審議会

医師確保の方針
（都道府県、二次医療圏ごとに策定）

計画見直し時に、３年間の計画期間の終了

時点において確保すべき目標医師数を策定

医師確保の方針を踏まえ、目標医師数
を達成するための施策を策定

目標医師数を達成するための施策
確保すべき医師数の目標

（都道府県、二次医療圏ごとに策定）

○医師確保計画は、医療法（第30条の4 第2項第11号）の規定より、医療計画の一部に位置づけられる。
○医療法（第30条の6 第1項）の規定に基づき、令和８年度に、令和９～11年度までを期間とする医師確保計画の見直しを行う。
以降３年ごとに見直しを行い、令和18年度（2036）までに医師偏在是正を達成することを長期目標とする。

位置づけ・見直し

見直しの進め方

スケジュール（案）

地域医療
対策協議
会（報告）

計画策定の趣旨

○厚生労働省が定める方法により算定した医師偏在指標に基づき、三次医療圏間及び二次医療圏間の偏在是正に向けた医師確保対
策等を計画として定める。
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